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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 25 年６ 月 26 日開

催予定の第 131 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は平成 24 年６月に執行役員制度を導入いたしましたが、当該制度による経営体制が定

着したことにともない、取締役の定員を合理的な水準に改める（25 名以内から 10 名以内へ削

減する）とともに、現行定款第 24 条に定める役付取締役は会長および社長のみとし、副社

長、専務および常務は執行役員の地位とするため、取締役におけるこれらの地位の削除等の所

要の変更をおこなうものであります。（定款第 22 条、第 24 条、第 25 条） 

また、社外取締役および社外監査役に期待される役割を十分に発揮できる環境を整えるとと

もに、適切な人材の招聘を容易とするために、社外取締役および社外監査役の責任をあらかじ

め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。（定款第 31 条第２項、第

39 条第２項） 

なお、社外取締役との責任限定契約に関する規定（定款第 31 条第２項）の新設につきまし

ては、監査役全員の同意を得ております。 

 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次の通りであります。 

（下線部は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

第 4章 取締役および取締役会 

 

第22条 当会社の取締役は 25 名以内とし株主

総会でこれを選任する。 

 

第24条 取締役会の決議をもって取締役会長

１名、取締役社長１名、取締役副社

長、専務取締役および常務取締役各

若干名を選定することができる。 

 

第25条 当会社を代表する取締役は取締役会

の決議により前条の取締役の中から

これを選定する。代表取締役は各自

会社を代表する。 

第 4章 取締役および取締役会  

 

第22条 当会社の取締役は 10 名以内とし株主

総会でこれを選任する。 

 

第24条 取締役会の決議をもって取締役会長

１名、取締役社長１名を選定するこ

とができる。 

 

 

第25条 当会社を代表する取締役は取締役会

の決議により取締役の中からこれを

選定する。代表取締役は各自会社を

代表する。 



現行定款 変更案 

第31条 当会社は会社法第 426 条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって

同法第 423 条第１項の取締役（取締

役であった者を含む。）の損害賠償

責任を法令の限度において免除する

ことができる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 監査役および監査役会 

 

第39条 当会社は会社法第 426 条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって

同法第 423 条第１項の監査役（監査

役であった者を含む。）の損害賠償

責任を法令の限度において免除する

ことができる。 

 

（新設） 

 

第31条 当会社は会社法第 426 条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって

同法第 423 条第１項の取締役（取締

役であった者を含む。）の損害賠償

責任を法令の限度において免除する

ことができる。 

 

②当会社は会社法第 427 条第１項の規

定により、社外取締役との間に、会

社法第 423 条第１項の責任を法令が

規定する額まで限定する契約を締結

することができる。 

 

 

第 5 章 監査役および監査役会 

 

第39条 当会社は会社法第 426 条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって

同法第 423 条第１項の監査役（監査

役であった者を含む。）の損害賠償

責任を法令の限度において免除する

ことができる。 

 

②当会社は会社法第 427 条第１項の規

定により、社外監査役との間に、会

社法第 423 条第１項の責任を法令が

規定する額まで限定する契約を締結

することができる。 

 

 

３．日程 

 

定款変更のための株主総会開催日  平成２５年６月２６日（予定） 

定款変更の効力発生日    平成２５年６月２６日（予定） 

 

以 上 


